
- 1 - 

 

 

 

平成２９年１０月１６日開催 

 

 

第７回  

 

 

遠軽町農業委員会総会議事録  

 

 

 

 

 

 

 

 

遠軽町農業委員会  

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

平成２９年度  第７回遠軽町農業委員会総会議事録  

１．開催月日  平成２９年１０月１６日（月）  

２．開催時刻  開  刻   １３時２７分  

閉  刻   １５時１５分  

３．開催場所  遠軽町議会議場  

４．出席委員  １７人  

会長職務代理者   １７番  石丸  博雄  

委      員    １番  菅井   誠  

委      員    ２番  菅井  美徳  

委      員    ３番  原田喜一郎  

委      員    ４番  西原  弘子  

委      員    ５番  石山  幸一  

委      員    ６番  大河原正一  

委      員    ７番  梶田  政實  

委      員    ８番  早川  剛司  

委      員    ９番  小野  人司  

委      員   １０番  須藤  智弘  

委      員   １１番  中村   肇  

委      員   １２番  笹原   仁  

委      員   １３番  岡田  一司  

委      員   １４番  林   秀和  

委      員   １５番  上野  邦彦  

委      員   １６番  鈴木  和弘  

 

５．欠席委員  １人  

会      長   １８番  新国  純一  

 

６．議事日程             臨時議長の指名について  

 

日程第  １        仮議席の指定について  

 

日程第  ２        議事録署名委員の指名について  

 

日程第  ３  選挙第１号  会長の互選について  

 

日程第  ４        議席の決定について  

 

日程第  ５  選挙第２号  会長職務代理者の互選について  

 

日程第  ６  選挙第３号  農地部会及び農政部会の委員の互選につ

いて  

日程第  ７  報告第１号  農地部会及び農政部会の部会長及び部会

長職務代理者の互選について  

日程第  ８  議案第１号  遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委

員会設置要綱の制定について  

日程第  ９  選挙第４号  遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委

員会委員の互選について  
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日程第１０  報告第２号  遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委

員会会長及び会長職務代理者の互選につ

いて  

日程第１１  議案第２号  地区別の担当について  

 

日程第１２  議案第３号  農地法第３条の規定による許可申請につ

いて  

日程第１３  議案第４号  農業振興地域整備計画変更（農用地区域

除外）について  

日程第１４  議案第５号  農用地利用配分計画（案）について  

 

７．出席農業委員会事務局職員  

      事 務 局 長  河本  伸二  

農地・農業振興担当係長   小川  哲也  

農地・農業振興担当係長   森谷  智之  

農地・農業振興担当係長   梶田  淳一  

農地・農業振興担当主任   原   吉生  

 

８．会議の概要  

 

事務局長   本日、皆様におかれましては、お忙しい中ご出席をいただき大変ご苦

労様です。  

また、先の遠軽町議会で選任の同意を得られ、遠軽町農業委員会委員

となられた皆様には、心よりお祝い申し上げます。  

今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。  

さて、任命後初の農業委員会総会ということでありますので、「農業

委員会等に関する法律第２７条第１項」の規定によりまして、町長が総

会の招集をいたしております。  

このことから、臨時議長が決定されますまで、本総会の招集者であり

ます佐々木町長に「仮議長」を務めていただきます。  

それでは、佐々木町長からご挨拶と今後の進行についてよろしくお願

いいたします。  

（佐々木町長  議長席に着席）  

 

仮議長   皆様、ご苦労様です。  

ただ今、事務局長から紹介のありました遠軽町長の佐々木でございます。  

本日は大変お忙しいところご参集いただきまして、誠にありがとうござ

います。  

先ず、先般の農業委員会委員の選任において議会の同意を得られました

皆様には、心からお慶びを申し上げます。  

農業委員会の皆様におかれましては、混迷する国内外の農業情勢の中、

農業委員会組織の大きな転換期を迎えたところでありますが、今後とも遠

軽町の農政を推進するに当たりまして、特段のご協力を賜りますようお願

い申し上げる次第です。  

さて、本日は任命後の最初の農業委員会総会ということでございまして、

「農業委員会等に関する法律」の規定により、私が本総会を招集させてい

ただきました。  
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つきましては、臨時議長が選ばれるまでの間、本総会の招集者でありま

す私が仮議長の職を務めてまいりたいと存じますので、ご協力方宜しくお

願い申し上げます。  

 

それでは、進めてまいります。  

臨時議長の指名でございますが、「地方自治法第１０７条」の規定に準

じまして、出席者の中で最年長者であります「小野人司委員」に臨時議長

をお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。  

（異議なしの声）  

 

仮議長   異議なしという声がございますので、小野人司委員を臨時議長に指名さ

せていただきます。小野委員、よろしくお願いいたします。  

臨時議長が決定しましたので、私は退席させていただきますが、これ以

降の議案につきまして、宜しくご審議をお願い申し上げますとともに、今

後とも遠軽町の農業の振興と発展に対しまして特段のご高配、ご尽力を賜

りますようお願い申し上げ、仮議長退任の挨拶とさせていただきます。  

ご協力、大変ありがとうございました。  

（佐々木町長  退席）  

 

事務局長   臨時議長は、議長席にお着きください。  

（臨時議長  議長席に着席）  

 

事務局長   臨時議長よりご挨拶いただきます。  

 

臨時議長   ただ今、臨時議長に選出されました小野人司です。  

会長の選挙が終わるまでの間、私が臨時議長の職務を務めさせていた

だきますので、宜しくご協力の程お願いいたします。  

暫時休憩します。（１３：３２～１３：３７）  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

（農業委員、事務局職員  自己紹介）  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

臨時議長   休憩前に引き続き、会議を開きます。  

ただ今から、本日召集された平成２９年度第７回遠軽町農業委員会

総会を開催します。  

本日の委員出席人数は、委員総数１８名中、出席委員１７名でありま

す。  

「農業委員会等に関する法律第２７条第３項」に規定する出席人数は、

過半数に達しておりますから、総会が成立していることをご報告します。  

 

日程第１「仮議席の指定について」を議題とします。  

仮議席の指定については、議席が決定するまでの間、ただ今ご着席の

議席を仮議席として指定いたします。  

 

次に、日程第２「議事録署名委員の指名について」を議題とします。  

議事録署名委員の指名については、「遠軽町農業委員会総会会議規則

第１３条第２項」の規定により、議長において指名することとなってお

りますので、仮議席２番  大河原委員、仮議席１０番  林委員の両名を
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指名します。  

 

次に、日程第３  選挙第１号「会長の互選について」を議題としま

す。  

事務局から、議案を説明させます。  

（事務局  議案を朗読説明）  

 

事務局   選挙第１号「会長の互選について」を説明いたします。  

議案書をご覧ください。  

（議案より詳細を説明）  

 

事務局   以上で説明を終わります。  

 

臨時議長   これより、選挙第１号「会長の互選について」の質疑を行います。  

質疑はありませんか。  

（質疑なしの声）  

 

臨時議長   質疑なしと認めます。  

お諮りいたします。  

互選の方法は、どのような方法により行ったらよろしいですか。  

 

菅井（誠）委員   「指名推選」でお願いします。  

 

臨時議長   ただ今、菅井（誠）委員から指名推選という意見がありましたが、

ほかに意見はありませんか。  

（意見なしの声）  

 

臨時議長   なければ、互選の方法は指名推選で選出したいと思います。これに

ご異議ありませんか。  

（異議なしの声）  

 

臨時議長   異議なしと認めます。  

従いまして、互選の方法は、指名推選によることと決定いたしまし

た。  

それでは、指名推選をお願いします。  

 

菅井（誠）委員   新国委員を推選します。  

 

臨時議長   新国委員とのご意見がありましたが、ほかにございませんか。  

（意見なしの声）  

 

臨時議長   ほかに意見がないようでありますから、採決を行います。  

新国委員を会長とします。これにご異議ありませんか。  

（異議なしの声）  

 

臨時議長   異議なしと認めます。  

従いまして、新国委員を会長として決定しました。  
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ここで、本来であれば新しく会長に決定された新国会長が以降の進

行を行うところでありますが、ご承知のとおり本日欠席しております

ので、会長職務代理者が決定するまで引き続き私の方で議事を進行さ

せていただきたいと思います。ご理解とご協力よろしくお願いします。  

 

それでは、引き続き会議を続けます。  

次に、事務局長から諸般の報告をさせます。  

（事務局長  諸般の報告）  

 

◆諸般の報告  

１．Ｈ２９．９．７（木）１３：３０～  

第６回農業委員会総会  

 

２．Ｈ２９．９．８（金）～１４（木）  

第６回遠軽町議会（定例会）  

新国会長、河本事務局長出席  

 

３．Ｈ２９．９．１３（水）～１４（木）  

農地台帳システム操作研修会【札幌市自治労会館】原主任出席  

【内  容】  

農地台帳システムの研修を受けてきました。  

 

４．Ｈ２９．１０．３（火）１０：００～  

平成２９年度ブロック別農業委員会研修会【北見市オホーツク木のプラ

ザ】小川係長出席  

【内  容】  

農地転用や農地利用状況調査など農業委員会業務についての研修を受

けてきました。  

 

５．Ｈ２９．１０．４（水）～５（木）  

平成２９年度のうねんセミナー【札幌市第２水産ビル】小川係長出席  

【内  容】  

農業者年金業務全般についての研修を受けてきました。  

 

６．Ｈ２９．１０．６（金）１３：３０～  

遠軽町農業委員会委員辞令交付【役場３階大会議室】  

 

７．Ｈ２９．１０．１３（金）１３：３０～  

北海道青年と京都女性との交流会打合せ【湧別町上湧別コミュニティー  

センター】小川係長出席  

【内  容】  

随行員と参加予定の青年が出席しての打ち合わせを行いました。  

今年は１１月１０～１３日で開催され、本町から２名の青年が参加し、

全体では１１名の青年が参加して実施されます。  

 

◆今後の予定  

１．Ｈ２９．１０．１７（火）  
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遠軽町農業研修生実習生受入協議会解散総会  

遠軽町農業担い手対策協議会設立総会  

【役場３階大会議室】河本事務局長出席予定  

既存の「研修生実習生受入協議会」を発展的に解散し、担い手対策  

を組織的に展開すること目的に設立  

※構成  事務局長   井上  

事務局次長  佐藤  

椿谷（地域おこし協力隊）  

 

２．Ｈ２９．１０．２４（火）１０：３０～  

農地法関係振興局事務検査【役場３階中会議室】事務局出席予定  

 

３．Ｈ２９．１１．２（木）１３：３０～  

平成２９年度地区別農業委員会等研修会【北見市端野町公民館】全農業

委員、事務局職員出席予定  

 

４．Ｈ２９．１１．７（火）１３：３０～  

第８回農業委員会総会  

 

臨時議長   ただ今の諸般の報告につきまして、質疑ありませんか。  

（質疑なしの声）  

 

臨時議長   質疑なしと認めます。  

次に、日程第４「議席の決定について」を議題といたします。  

議席の決定については、「遠軽町農業委員会総会会議規則第７条」の

規定により「議席はあらかじめくじで定める」こととなっておりますの

で、その様にいたしたいと思います。  

なお、会長の議席番号は最終の１８番とすることになっておりますの

で、ご了承をお願いします。  

暫時休憩いたします。（１３：４８～１３：５７）  

 

臨時議長   休憩前に引き続き、会議を開きます。  

事務局長から議席番号とお名前を申し上げます。  

 

事務局長   それでは、申し上げます。  

１番菅井（誠）委員、２番菅井（美）委員、３番原田委員、４番西

原委員、５番石山委員、６番大河原委員、７番梶田委員、８番早川委

員、９番小野委員、１０番須藤委員、１１番中村委員、１２番笹原委

員、１３番岡田委員、１４番林委員、１５番上野委員、１６番鈴木委

員、１７番石丸委員、１８番新国委員  

 

臨時議長   ただ今、事務局長から申し上げたとおり議席を指定いたします。  

休憩を取りますので、その間に席の移動をお願いします。  

暫時休憩いたします。（１３：５８～１４：００）  

 

臨時議長   休憩前に引き続き、会議を開きます。  

次に、日程第５  選挙第２号「会長職務代理者の互選について」を
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議題といたします。  

事務局から、議案の説明をさせます。  

（事務局  議案を朗読説明）  

 

事務局   それでは、選挙第２号「会長職務代理者の互選について」を説明いた

します。  

議案書をご覧ください  

（議案より詳細を説明）  

 

事務局   以上で説明を終わります。  

 

臨時議長   これより、選挙第２号「会長職務代理者の互選について」の質疑を

行います。  

質疑ありませんか。  

（質疑なしの声）  

 

臨時議長   質疑なしと認めます。  

お諮りいたします。  

互選の方法は、どのような方法により行ったらよろしいですか。  

 

菅井（誠）委員   「指名推選」でお願いします。  

 

臨時議長   ただ今、菅井（誠）委員から指名推選という意見がありましたが、

ほかに意見はありませんか。  

（意見なしの声）  

 

臨時議長   なければ、互選の方法は指名推選で選出したいと思います。  

これにご異議ありませんか。  

（異議なしの声）  

 

臨時議長   異議なしと認めます。  

従いまして、互選の方法は指名推選によることと決定いたしました。  

それでは、指名推選をお願いします。  

 

菅井（誠）委員   石丸委員でお願いします。  

 

臨時議長   ただ今、石丸委員の推選がありましたが、ほかにございませんか。  

（意見なしの声）  

 

臨時議長   ほかに意見がないようでありますから、採決を行います。  

石丸委員を会長職務代理者とすることにご異議ありませんか。  

（異議なしの声）  

 

臨時議長   異議なしと認めます。  

従いまして、石丸委員を会長職務代理者として決定しました。  

このあと、石丸会長職務代理者と議長を交代いたします。  

これをもちまして、臨時議長の職を解かせていただきます。  
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ご協力大変ありがとうございました。  

暫時休憩いたします。（１４：０３～１４：０４）  

 

議  長   休憩前に引き続き、会議を開きます。  

会長職務代理者の決定により、議席が変更となりましたので、ご了解

をお願いいたします。  

 

事務局長   石丸会長職務代理者からご挨拶をいただきます。  

 

議  長   ただ今、ご指名をいただきました石丸でございます。なにぶんにもま

だ２期目でございまして、経験は不十分でございます。  

これから３年間、新国会長ともども農業委員の使命を果たせるよう運

営してまいりますので、皆様のご協力ご支援をよろしくお願いします。  

 

それでは、会議を続けます。次に、日程第６  選挙第３号「農地部会

及び農政部会の委員の互選について」を議題といたします。  

事務局から、議案の説明をさせます。  

（事務局  議案朗読説明）  

 

事務局   それでは、選挙第３号「農地部会及び農政部会の委員の互選について」

を説明いたします。  

議案書をご覧ください  

（議案より詳細を説明）  

 

事務局   以上で説明を終わります。  

 

議  長   これより、選挙第３号「農地部会及び農政部会の委員の互選について」  

の質疑を行います。  

質疑ありませんか。  

（質疑なしの声）  

 

議  長   質疑なしと認めます。  

お諮りいたします。  

互選の方法については、色々な方法が考えられることから、事務局案

を用意しています。休憩中に事務局案を発表させ、調整したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。  

（異議なしの声）  

 

議  長   異議なしと認めます。  

暫時休憩いたします。（１４：０７～１４：０８）  

 

議  長   休憩前に引き続き、会議を開きます。  

休憩中に決定しました選挙第３号「農地部会及び農政部会の委員の互

選について」事務局から各部の委員互選に係る経過と、決定した委員に

ついて説明願います。  

 

事務局長   それでは、選挙第３号「農地部会及び農政部会の委員の互選につい
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て」委員互選の経過と各部の委員について申し上げます。  

各部の委員につきましては、先に決定しました議席番号により、奇

数は農地部会、偶数は農政部会として委員を選任させていただきまし

た。  

各部会については、私から発表させていただきます。  

 

【農地部会】菅井（誠）委員、原田委員、石山委員、小野委員、  

中村委員、上野委員、石丸委員、岡田委員、梶田委員  

 

【農政部会】菅井（美）委員、西原委員、須藤委員、笹原委員、  

林委員、鈴木委員、新国委員、早川委員、大河原委員  

 

議  長   これより、選挙第３号「農地部会及び農政部会の委員の互選について」

の採決を行います。  

本案は、事務局長説明のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（異議なしの声）  

 

議  長   異議なしと認めます。  

従いまして、本案は事務局長説明のとおり決定いたしました。  

暫時休憩いたします。（１４：１０～１４：４３）  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

（農地部会開催）  

（農政部会開催）  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

議  長   休憩前に引き続き、会議を開きます。  

日程第７  報告第１号「農地部会及び農政部会の部会長及び部会長職

務代理者の互選について」を議題といたします。  

事務局から、議案を説明させます。  

（事務局  議案朗読説明）  

 

事務局   それでは、報告第１号「農地部会及び農政部会の部会長及び部会長職

務代理者の互選について」を説明いたします。  

議案書をご覧ください  

 

１  農地部会  

部  会  長       梶田  政實  

部会長職務代理者    岡田  一司  

 

２  農政部会  

部  会  長       大河原正一  

部会長職務代理者    早川  剛司  

 

以上で説明を終わります。  

 

議  長   これより、報告第１号「農地部会及び農政部会の部会長及び部会長職

務代理者の互選について」の質疑を行います。  

質疑はありませんか。  
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（質疑なしの声）  

 

議  長   質疑がないようでありますから、まず、農地部会長から挨拶をいただ

きます。  

 

梶田委員   農地部会長に選ばれました梶田です。皆様のご協力宜しくお願いい

たします。  

 

議  長   続きまして、農政部会長から挨拶をいただきます。  

 

大河原委員   農政部会長に指名されました大河原です。皆様のご協力を仰ぎな

がら進めていきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。  

 

議  長   次に、日程第８  議案第１号「遠軽町農業委員会農業後継者対策特別

委員会設置要綱の制定について」を議題といたします。  

事務局から、議案を説明させます。  

（事務局  議案朗読説明）  

 

事務局   それでは、議案第１号「遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委員会

設置要綱の制定について」を説明いたします。  

議案書をご覧ください  

 

提案理由は、農業委員会の改選にあたり、本要綱を制定するものであ

りまして、前期同様に制定するものです。  

以前は、規約により特別委員会を設置していましたが、規約を実質的

に廃止し、専門部会設置要綱と同様の位置付けとして、要綱により設置

しいるものであります。  

また、特別委員会であるため、任期ごとに新たに委員会を設置し、要

綱を制定するものでありますので、ご理解願います。  

別紙としまして８Ｐから９Ｐまでが関係する要綱です。  

詳細な説明は省略しますので、お目通し願います。  

 

以上で説明を終わります。  

 

議  長   これより、議案第１号「遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委員会

設置要綱の制定について」の質疑を行います。  

質疑はありませんか。  

（質疑なしの声）  

 

議  長   それでは、質疑がないようでありますから、採決を行います。  

議案第１号「遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委員会設置要綱の

制定について」は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（異議なしの声）  

 

議  長   異議なしと認めます。  

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。  
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次に日程第９  選挙第４号「遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委

員会委員の互選について」を議題とします。  

事務局から、議案を説明させます。  

 

事務局   選挙第４号「遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委員会委員の互選

について」を説明いたします。  

議案書をご覧ください  

 

遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委員会の委員は、農業委員全員

とする。  

提案理由は、遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委員会設置要綱の

制定により、同特別委員会委員を互選するものです。  

 

以上で説明を終わります。  

 

議  長   これより、選挙第４号「遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委員会

委員の互選について」の質疑を行います。  

質疑はありませんか。  

（質疑なしの声）  

 

議  長   質疑がないようでありますから、採決を行います。  

選挙第４号「遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委員会委員の互選

について」は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（異議なしの声）  

 

議  長   異議なしと認めます。  

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。  

暫時休憩いたします。（１４：４９～１５：００）  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

（特別委員会開催）  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

議  長   休憩前に引き続き、会議を開きます。  

日程第１０  報告第２号「遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委員

会会長及び会長職務代理者の互選について」を議題といたします。  

事務局から、議案を説明させます。  

（事務局  議案朗読説明）  

 

事務局   報告第２号「遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委員会会長及び会

長職務代理者の互選について」を説明いたします。  

議案書をご覧ください  

 

会   長       新国  純一  

会長職務代理者    石丸  博雄  

 

以上で説明を終わります。  

 

議  長   これより、報告第２号「遠軽町農業委員会農業後継者対策特別委員会
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会長及び会長職務代理者の互選について」の質疑を行います。  

質疑はありませんか。  

（質疑なしの声）  

 

議  長   質疑なしと認めます。  

続いて、日程第１１  議案第２号「地区別の担当について」を議題と

します。  

事務局から、議案を説明させます。  

（事務局  議案朗読説明）  

 

事務局   議案第２号「地区別の担当について」を説明いたします。  

議案書をご覧ください  

 

地区別の担当については、本日お配りしました参考資料をご参照願い

ます。  

 

以上で説明を終わります。  

 

議  長   これより、議案第２号「地区別の担当について」の質疑を行います。  

質疑はありませんか。  

（質疑なしの声）  

 

議  長   それでは、質疑がないようでありますから、採決を行います。  

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

（異議なしの声）  

 

議  長   異議なしと認めます。  

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。  

 

議  長   次に、以下の議案を審議するに当たり、案件の中に「農業委員会等に

関する法律第３１条」の規定に抵触する案件があります。  

議事の進行上、休憩を取る場合がありますので、あらかじめご了承を

お願いします。  

日程第１２  議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」２件を議題とします。  

事務局から、議案を説明させます。  

（事務局  議案朗読説明）  

 

事務局   議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請について」を説明いた

します。  

議案書をご覧ください。  

 

整理番号４・５につきましては、所有権移転でございます。  

整理番号４・所在「●●●」・地番「●●」・地目「公簿及び現況は

畑 」・ 面 積 （㎡ ） 「 ９９ 」 ・ 譲渡 人 「 ●●  ● ●」 ・ 労 働力 （ 人）

「０」・経営面積（㎡）「０」・申請理由「譲受人の希望により譲渡」・

譲受人「●●  ●●」・労働力（人）「２」・経営面積（㎡）「畑  ８２
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７，７２９」・申請理由「経営規模拡大のため」  

（議案より地番、面積等の詳細を説明）  

 

事務局   以上の申請は、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

のすべてを満たしていると考えます。  

 

整理番号５・所在「●●●」・地番「●●」・地目「公簿及び現況は

畑」・面積（㎡）「７．９９」・譲渡人「●●  ●●」・労働力（人）

「０」・経営面積（㎡）「０」・申請理由「譲受人に希望により譲渡」・

譲受人「●●  ●●」・労働力（人）「４」・経営面積（㎡）「畑  ７５

２，４２０」・申請理由「経営規模拡大のため」  

（整理番号４同様、議案より地番、面積等の詳細を説明）  

 

事務局   以上の申請は、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

のすべてを満たしていると考えます。  

 

整理番号４・５につきましては、どちらも所有農地内に存在する国有地

について、売買を行う件でございます。  

 

以上で説明を終わります。  

 

議  長   これより、議案第３号「整理番号４」についての質疑を行います。  

質疑ありませんか。  

（質疑なしの声）  

 

議  長   それでは、質疑がないようでありますから、採決を行います。  

議案第３号「整理番号４」について、原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。  

（異議なしの声）  

 

議  長   異議なしと認めます。  

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。  

 

議  長   次に、議案第３号「整理番号５」についての質疑を行いますが、「農業

委員会等に関する法律第３１条」の規定に抵触する案件ですので、関係す

る委員の退席を求めて審議を行います。  

「●番  ●●委員」の退席を求めます。  

暫時休憩いたします。（１５：０６～１５：０６）  

 

議  長   再開します。  

これより、議案第３号「整理番号５」についての質疑を行います。  

質疑ありませんか。  

（質疑なしの声）  

 

議  長   それでは、質疑がないようでありますから、採決を行います。  

議案第３号「整理番号５」について、原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。  



- 15 - 

 

（異議なしの声）  

 

議  長   異議なしと認めます。  

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。  

議案第３号「整理番号５」の審議が終了しましたので、「●番  ●●

委員」を入室させます。  

暫時休憩いたします。（１５：０７～１５：０７）  

 

議  長   再開します。  

●●委員に申し上げます。  

議案第３号「整理番号５」については、原案のとおり決定しましたの

で、その旨をご報告します。  

 

次に、日程第１３  議案第４号「農業振興地域整備計画変更（農用地

区域除外）について」を議題とします。  

事務局から、議案を説明させます。  

          （事務局  議案朗読説明）  

 

事務局   議案第４号「農業振興地域整備計画変更（農用地区域除外）について」

を説明いたします。  

議案書をご覧ください。  

 

１  農用地区域除外の土地  

所在「遠軽町●●●」・地番「●●内」・現況地目「畑」・面積

（㎡）「１２」  

 

２  農用地区域除外後の土地利用計画  

電気通信事業法に基づく電気通信事業（携帯電話）の用に供する

施設（通信用アンテナ）のため。  

 

３  農用地区域除外後の土地利用計画面積  

１２㎡  

 

４  農用地区域除外の理由  

遠軽丸瀬布基地局（●●●）新設工事のため。  

          （議案より地番、面積等の詳細を説明）  

 

事務局   この件につきましては、申請者が携帯電話通信用アンテナを建設するた

めの農用地区域除外申請があった件でございます。  

 

以上で説明を終わります。  

 

議  長   これより、議案第４号「農業振興地域整備計画変更（農用地区域除外）

について」についての質疑を行います。  

質疑ありませんか。  

          （質疑なしの声）  
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議  長   それでは、質疑がないようでありますから、採決を行います。  

本案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

          （異議なしの声）  

 

議  長   異議なしと認めます。  

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。  

 

次に、日程第１４号  議案第５号「農用地利用配分計画（案）について」

２件を議題とします。  

事務局から、議案を説明させます。  

（事務局  議案朗読説明）  

 

事務局   議案第５号「農用地利用配分計画（案）について」を説明いたします。  

議案書をご覧ください。  

 

整理番号１、２につきましては、賃貸借でございます。  

整理番号１、公表番号「２８５００７」・所在「●●●」・地番「●●外

１筆」・地目「公簿及び現況は全て畑」・面積（㎡）「２筆合計  １６，

６７９」・貸主「公益財団法人北海道農業公社  理事長  竹林孝」・借主

「●●  ●●」・利用権の種類「賃貸借」・法律関係「賃借権」・始期

「Ｈ２９．１２．１１」・終期「Ｈ３６．１１．３０」・金額（円）「年

４３，０００」・支払方法「毎年１２月１０日までに振込」  

          （議案より地番、面積等の詳細を説明）  

 

事務局   整理番号２、公表番号「２８５００９」・所在「●●●」・地番「●●

外３筆」・地目「公簿－田、畑・現況は全て畑」・面積（㎡）「４筆合計  

 ２８，５９０」・貸主「公益財団法人北海道農業公社  理事長  竹林  

孝」・借主「●●  ●●」・利用権の種類「賃貸借」・法律関係「賃借

権」・始期「Ｈ２９．１２．１１」・終期「Ｈ３６．１１．３０」・金額

（円）「年８４，０００」・支払方法「毎年１２月１０日までに振込」  

          （整理番号１同様、議案より地番、面積等の詳細を説明）  

 

事務局   整理番号１、２につきましては、農地中間管理事業により賃貸借を設定

しておりましたが、期間が満了となるため、新たに賃貸借を設定する件で

ございます。  

 

以上で説明を終わります。  

 

議  長   これより、議案第５号「整理番号１」についての質疑を行います。  

質疑ありませんか。  

          （質疑なしの声）  

 

議  長   それでは、質疑がないようでありますから、採決を行います。  

議案第５号「整理番号１」については、原案のとおり決定することに  

ご異議ありませんか。  

          （異議なしの声）  
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議  長   異議なしと認めます。  

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。  

 

次に、議案第５号「整理番号２」についての質疑を行いますが、「農業

委員会等に関する法律第３１条」の規定に抵触する案件ですので、関係す

る委員の退席を求めて審議を行います。  

「●番  ●●委員」の退席を求めます。  

暫時休憩いたします。（１５：１４～１５：１４）  

 

議  長   再開します。  

これより、議案第５号「整理番号２」についての質疑を行います。  

質疑ありませんか。  

          （質疑なしの声）  

 

議  長   それでは、質疑がないようでありますから、採決を行います。  

議案第５号「整理番号２」について、原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。  

          （異議なしの声）  

 

議  長   異議なしと認めます。  

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。  

議案第５号「整理番号２」の審議が終了しましたので、「●番  ●●

委員」を入室させます。  

暫時休憩いたします。（１５：１５～１５：１５）  

 

議  長   再開します。  

●●委員に申し上げます。  

議案第５号「整理番号２」については、原案のとおり決定しましたの

で、その旨をご報告します。  

 

議  長   以上で、本日提案しました全ての案件の審議が終了しました。  

これをもちまして、平成２９年度第７回の農業委員会総会を閉会します。  


